
新しい通行規制基準の試行区間箇所図

山梨県内の直轄国道では、全６区間の事前通行規制区間のうち、
「上野原」と「初狩」において試行します。
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従来 見直し後

自）上野原市井戸尻 72k300

至）上野原市腰巻 ～72k900

自）大月市大月町真木 98k500

至）大月市初狩町下初狩 ～99k400

　　※但し、上記雨量に達しない場合にも、事前通行規制を行う場合があります。

連続雨量300mm、
又は連続雨量250mmかつ
時間雨量60mm
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線
名
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区間名

規制区間

連続雨量300mm、
又は連続雨量250mmかつ
時間雨量50mm

0.6

初狩 20
大和国道
（出）

0.9

上野原 20 大月（出）


